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建設工事を行う方へ 
 

 

この冊子は、建設作業を行う際に発生する騒音や振動などの公害防止対策を中心に、 

建設工事に関する留意事項、各種法令に基づくお手続きなどについてまとめたものです。 

事業者のみなさまには法令の趣旨をご理解いただき、公害防止対策へのご協力を    

お願いいたします。 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



建設トラブル未然防止のためのチェックリスト 

 

✔周辺の調査は済みましたか？ 

（１）周辺の状況 

・法令上の用途地域 

・住宅やアパートの状況 

・学校、病院など特別の配慮を必要とする施設の有無 

・各時間帯の音の状況（暗騒音） 

・住宅の構造、塀などの状況 

  （２）近隣住民の生活状況や工事に対する動向 

・病気の方、高齢者、受験生、夜勤明けで午前中は休養を必要とする方の有無 

・工事に対する反対、あるいは条件付反対があるか 

 

✔工事公害等の防止対策は講じましたか？ 

（１）騒音・振動対策 

   ・防音パネル、防音シート等の措置 

   ・音源や振動源となる機械を周囲に影響の少ない位置に設置 

   ・騒音や振動を低減させられるような建設機械や施工方法の採用 

   ・建設機械の適正な操作と保守 

   ・鉄骨、鉄パイプ等の建設資材の落下音、振動対策 

（２）粉じん対策 

   ・養生シートの適切な設置 

   ・十分な散水の実施 

 （３）工程・作業時間 

・余裕をもった工期、周辺住民に配慮した作業時間 

・法令上の規制がない場合も、日曜、祝日の作業、夜間作業を極力避ける 

（４）その他の対策 

・アスファルト防水施工時の臭気対策 

・工事車両の出入りによる道路の汚れ対策 

・建物の損害、営業や日常生活への影響の軽減 

１ 



 

✔誠意ある住民対応をしていますか？ 

（１）現場周辺住民が不安を抱かないような事前説明 

   ・工事着手前における説明 

・公害防止対策の具体的な説明 

（２）現場の公害防止管理体制の適正化 

   ・現場の管理体制を定め、担当者（責任者）の氏名と連絡先を住民に周知 

   ・作業従事者への教育の徹底 

（３）苦情発生時の迅速な対応 

    ・住民からの苦情の窓口となる工事現場担当者を常駐 

    ・苦情が発生した場合は迅速に対応 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 



特定建設作業・指定建設作業に係る基準            基準値：dB 
作業の 

種類 

騒音 振動 

特定建設作業≪法律≫ 指定建設作業≪条例≫ 特定建設作業≪法律≫ 指定建設作業≪条例≫ 

くい打設 くい打機（もんけんを除

く。）、くい抜機又はくい打

くい抜機（圧入式くい打く

い抜機を除く。）を使用す

る作業（くい打機をアース

オーガと併用する作業を

除く。）     ８５ 

穿孔機を使用するくい打

設作業 

 

 

 

 

８０ 

くい打機（もんけん及び圧

入式くい打機を除く。）、く

い抜機（油圧式くい抜機を

除く。）又はくい打くい抜

機（圧入式くい打くい抜機

を除く。）を使用する作業 

７５ 

圧入式くい打機、油圧式

くい抜機を使用する作業

又は穿孔機を使用するく

い打設作業 

 

 

７０ 

びょう打等 びょう打機を使用する 

作業        ８５ 

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁを使用する 

作業       ８０ 

 

 

 

 

破砕 さく岩機を使用する 

作業(※2) 

 ８５ 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰを使用する 

作業 (※2) 

８０ 

ﾌﾞﾚｰｶ（ー手持式のものを除

く。）を使用する作業 

 (※2)       ７５ 

ﾌﾞﾚｰｶｰ以外のさく岩機を

使用する作業 (※2) 

       ７０ 

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ（原動機の定格出力

が 80kw 以上）、ﾄﾗｸﾀｰｼｮ

ﾍﾞﾙ（原動機の定格出力が

70kw 以上）、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ

（ 原 動 機 の 定 格 出 力 が

40kw 以上）を使用する

作業（低騒音型建設機械の

指 定 を 受 け た 機 種 を 除

く。）(※1)    ８５ 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ、

ﾊﾞｯｸﾎｳその他これらに類

する掘削機械を使用する

作業（法の対象作業を除

く。） (※2) 

 

 

 

８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ、

ﾊﾞｯｸﾎｳその他これらに類

する掘削機械を使用する

作業 (※2) 

 

 

 

 

７０ 

空気圧縮機

の使用 

空気圧縮機（電動機以外の

原動機を用いるものであ

って、その原動機の定格出

力が 15kw 以上のものに

限る。）を使用する作業（さ

く岩機の動力として使用

する作業を除く。） 

 ８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気圧縮機（電動機以外

の原動機を用いるもので

あって、その原動機の定

格出力が 15kw 以上の

ものに限る。）を使用する

作業（さく岩機の動力と

して使用する作業を除

く。）      ６５ 

締固め  

 

 

 

 

振動ﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ、ﾛｰﾄﾞ

ﾛｰﾗｰ、振動ﾌﾟﾚｰﾄ、振動ﾗ

ﾝﾏその他これらに類する

締固め機械を使用する作

業(※2)     ８０ 

 

 

 

 

 

振動ﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ、ﾛｰﾄﾞ

ﾛｰﾗｰ、振動ﾌﾟﾚｰﾄ、振動ﾗ

ﾝﾏその他これらに類する

締固め機械を使用する作

業(※2)     ７０ 

※1 低騒音型建設機械は、国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp）に掲載されています。 

※2 作業地点が連続的に移動する作業 1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを 

超えない作業に限る。 

３ 

http://www.mlit.go.jp


作業の 

種類 

騒音 振動 

特定建設作業≪法律≫ 指定建設作業≪条例≫ 特定建設作業≪法律≫ 指定建設作業≪条例≫ 

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

ﾌﾟﾗﾝﾄ等

及びｺﾝｸ

ﾘｰﾄ搬入 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ（混練機の混練容

量が 0.45 ㎥以上のものに限

る。）又はｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ（混練機

の混練重量が 200kg 以上のも

のに限る。）を設けて行う作業

（ﾓﾙﾀﾙを製造するためにｺﾝｸﾘｰ

ﾄﾌﾟﾗﾝﾄを設けて行う作業を除

く。）         ８５ 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車を使用するｺ

ﾝｸﾘｰﾄの搬入作業 

 

 

 

 

 

８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は つ り

及びｺﾝｸ

ﾘｰﾄ仕上

げ 

 

 

 

 

原動機を使用するはつり

作業及びｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ作

業（さく岩機を使用する作

業を除く。）    ８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 設 物

の解体・ 

破壊 

 

 

 

 

動力、火薬又は鋼球を使用

して建築物その他の工作

物を解体し、又は破壊する

作業 (※3) 

 ８５ 

・ 鋼球を使用して建築

物その他の工作物を

破壊する作業 

・ 舗装版破砕機を使用

する作業   ７５ 

動力、火薬又は鋼球を使

用して建築物その他の工

作物を解体し、又は破壊

する作業 (※3) 

      ７５ 

※3 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が

50ｍを超えない作業に限り、さく岩機、ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ又は掘削機械を使用する作業を除く。 

作業日・作業時間に関する規制 １号区域 ２号区域 適用除外項目 

作業時間 午前７時～午後７時 午前６時～午後１０時  

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車を使用するｺﾝｸﾘｰﾄの搬

入作業(※４) 
午前７時～午後９時 午前６時～午後１１時 

①②③④ 

 

１日における延作業時間 １０時間以内 １４時間以内 
①② 

同一場所における連続作業時間 ６日以内 ６日以内 

日曜・休日における作業 禁止 禁止 ①②③④⑤⑥ 

適用除外 

の要件 

①  災害その他非常事態に緊急に作業を行う必要がある場合 

②  人の生命、身体の危険防止作業 

③  鉄道の正常運行確保に必要な場合 

④  道路法による道路占用許可条件及び道路交通法による道路使用許可条件が夜間（休日）指定の場合 

⑤  変電所の変更工事で休日に行う必要がある場合 

⑥  商業地域であって、周囲の状況等から区長が日曜日その他の休日に行わせても地域環境の保全に 

支障がないと認めた場合（指定建設作業のみ） 

※4 道路交通法に規定する交通規制が行われている場合。 

１号地域…第１種・第２種低層住居専用地域、第１種・第２種中高層住居専用地域、第１種・第２種住

居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域として定められてい

ない地域及び工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね 80ｍ以内の区域。 

２号地域…工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね 80ｍ以外の区域。 

基準の適用場所は、建設作業が行われている敷地境界 

法律：騒音規制法・振動規制法  条例：東京都環境確保条例 

４ 



特定建設作業実施の届出 

 

騒音規制法・振動規制法の特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、事前の届出が必要です。 

（※該当する作業が 1 日で終わるものは除く。） 

届出方法は下記のとおりです。 

 

   １  届出者   特定建設作業を伴う建設工事を施工する 

元請業者（発注者から直接工事を受注した業者）又は自主施工者 

 

   ２  届出期限  特定建設作業開始日の 7 日前まで（届出日は含まず） 

          （例）１０日（火）から特定建設作業を開始する場合は、 

前週の２日（月）までに届出書を提出する。 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

※７日前が休日の場合にはその前開庁日が届出日になります。 

 

   ３  届出先   荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係 

                荒川区 荒川一丁目５３番２０号 あらかわエコセンター 

                TEL 03（3802）3111  内線 485 

 

４  届出書類（２部・・・１部は受付印を押してお返しします。） 

（１） 特定建設作業実施届出書（記載例  次ページ参照） 

※荒川区の様式を使用してください。 

（２） 添付書類（添付書類例 ５～７ページ参照） 

ア 付近案内図（当該敷地を中心とした半径 80ｍの円を描いてください。） 

   ※市販の住宅地図等を使用する際は、著作権者の承諾を得たもののコピーを添付する。 

イ 配置図（周囲の状況および現場の養生の仕様、高さなどを記入してください。） 

ウ 工程表 （工事全体の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの） 

エ  杭伏図（杭打設、杭頭処理作業の場合） 

オ 夜間、日曜等に作業することが、他法令等により条件付けられた場合の許可書等 

の写しで、適用除外条件（日、時間等）の項目が明記されたもの 

（例：道路使用許可書の写し） 

カ その他（施工方法、公害防止の方法等） 

 

※特定建設作業の種類ごとに提出してください。 

※騒音規制法と振動規制法の両方が対象になり、添付書類が重複する場合は、片方の添付 

書類を省略できます。その場合は、騒音規制法と振動規制法の特定建設作業実施届出書 

を重ね、その下に添付書類をつけたものを、2 部ご提出ください。 

 

 

 

 

 

（カレンダー） 

５ 



 

届出書の記載例 

 

 

記載例 

② 

➀ 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
⑮ 

⑯ 

⑰ 

６ 



 

 

 

 

 

① 騒音・振動  騒音規制法・振動規制法で、それぞれ様式があるため、 

該当する様式を使用して記載する。 

② 届出年月日  書類の提出日を記入する。 

③ あて先  「荒川区長」あてとする。 

④ 住所・氏名 ※工事を行う元請業者あるいは自主施工者 

（法人の場合） 本社所在地、法人名、代表者役職＋代表者氏名 

        （共同企業体（JV）の場合は、共同企業体の名称を記載したうえ、 

代表会社の所在地、名称、代表者について併記する。） 

（個人の場合） 届出者の住所、氏名 

 ➄ 建設工事の名称  工事の名称について、なるべく具体的に記入する。 

 ➅ 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 

工事対象の施設や工作物の構造や用途を記入する。 

（鉄骨造・鉄筋コンクリート造・木造、階数、共同住宅・工場など） 

 ➆ 特定建設作業の種類  該当するものに丸をつける。 

騒音の様式では、さく岩機作業の場合は用途にも丸をつける。 

 ➇ 特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様 

          該当するものに丸をつける。 

          ハンドブレーカー、電動ピックの場合は、同時使用台数も記入する。 

 ➈ 特定建設作業の場所  住居表示番号を記入する。 

             新築工事の場合は、判明している部分までを記入する。 

 ➉ 特定建設作業の実施の期間  特定建設作業の開始日と終了日を記入する。 

                 日数は、日曜・祝日を含んだ全期間の日数を記入する。 

 ⑪ 特定建設作業の開始及び終了の時刻 

特定建設作業の開始時刻、終了時刻を記入する。 

          作業日については、日曜・祝日その他作業を行わない日を除いた、 

実働作業日数を記入する。 

また、1 日の実働時間を記入する。 

（日曜・祝日、夜間工事を行うときは、これらの条件が付された、道路占用 

許可書、道路使用許可書の写しを添付する。） 

 ⑫ 騒音・振動の防止の方法  騒音・振動の防止の方法について、具体的に記入する。 

                （騒音）防音シート、防音パネル、低騒音型機械の使用など 

                （振動）クッション材を重機の下に敷く、重機の低速走行など 

 ⑬ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

施主の氏名、住所等について記入する。 

（法人の場合） 本社所在地、法人名、代表者役職＋代表者氏名 

（個人の場合） 届出者の住所、氏名 

 

 

 

 

  

記載要領 

７ 



 

 

 

 

 

 ⑭ 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所  元請業者の現場責任者について記入する。 

 ⑮ 下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

          元請業者が特定建設作業を直接施工せずに、下請業者に実施させる場合は、 

下請業者の氏名、住所等について記入する。 

（法人の場合） 本社所在地、法人名、代表者役職＋代表者氏名 

（個人の場合） 下請負人の住所、氏名 

 ⑯ 下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所  下請業者の現場責任者について記入する。 

 ⑰ ※受理年月日 ※審査結果  荒川区が使用する欄なので、空欄で提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お手続きについて、ご不明点があれば 

環境課までご相談ください！ 

８ 



 

添付書類の作成例 

 

 

 

※市販の住宅地図等を使用する際は、 

著作権者の承諾を得たもののコピーを添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定建設作業場所の敷地境界線から 

周囲８０ｍの円を描いて、 

学校、保育所、幼保連携型認定こども園、 

病院、有床診療所、図書館、特別養護老人 

ホームの位置を明示する。 

 

案内図 

配置図 

防
音
パ
ネ
ル 

 H 

９ 

ｍ 

防
音
パ
ネ
ル 

 

H 

９ 

ｍ 

防音シート H ９ｍ 

９ 

。 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
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工程表 

特定建設作業実施期間 

全工程の中で、特定建設作業を行う期間について明示する。 

杭伏図 

１０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

施工方法等 

図などを使って模式的に示す。 

１１ 



 

石綿（アスベスト）に関する規制 

 

石綿による環境汚染を未然に防止するため、建築物等の解体、改造、補修等の工事を 

行う際には、事前のお手続きが必要となります。 

 

 

○石綿の事前調査 

 

調査と説明 

建築物等の解体等工事の元請業者（発注者から直接工事を受注した業者）または自主施工者は、 

石綿含有建材の有無に関する事前調査が義務付けられており、その結果について、石綿の有無に 

かかわらず、以下の対応が必要となります。 

 

（１）作業開始前の書面による発注者への説明 

（２）事前調査に関する記録の作成と、その写しの工事現場への備え置き 

（３）公衆の見やすい場所への掲示（A3 サイズ以上） 

   （記載例 次ページ参照） 

 

 

調査結果の報告 

建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果は、一部を除いて荒川区に報告する必要が 

あります。なお、報告対象外の工事についても、事前調査の適切な実施、調査結果の掲示など 

の法令に定められた事項は遵守する必要があります。 

 

【報告対象となる工事】 

解体部分の床面積の合計が 80 ㎡以上の建築物の解体工事 

請負代金の合計が 100 万円以上の建築物の改造または補修工事 

請負代金の合計が 100 万円以上の工作物の解体、改造または補修工事 

 

【報告方法】 

石綿事前調査結果報告システムによる電子申請 

（システムでの報告が困難な場合は、書面での報告も可能です。） 

 

【報告期限】 

解体等工事に着手する前までに報告してください。 

なお、システムでは報告後も入力内容の修正ができますので、 

報告内容に変更が生じた場合は、随時更新してください。 

 

 

 

 

 

 

 １２ 



石綿事前調査結果に関する掲示の記載例 

 

 

 

【石綿あり 

（届出対象特定工事）】 

【石綿あり 

（特定工事（届出対象外））】 

【石綿なし】 
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○石綿除去等作業の届出 

 

吹付け石綿や石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材の除去等の石綿飛散の恐れが大きい 

工事を行う際は、事前の届出が必要になります。 

 

  【届出対象】 

 大気汚染防止法 環境確保条例 

工事の内容＼届出様式 特定粉じん排出等 

作業実施届出書 

石綿飛散防止方法

等計画届出書 

 

建

築

物 

吹付け石綿の使用面積 

１５㎡以上 ○ ○ 

１５㎡未満 ○ ̶ 

吹付け石綿、石綿含有保温材等が 

使用されている建築物の延べ面積、 

または工作物の築造面積 

５００㎡以上 ○ ○ 

５００㎡未満 ○ ̶ 

 

  【届出者】 

建築物等の解体等工事の発注者または自主施工者 

 

【届出期限】 

作業開始日の 14 日前まで（届出日は含まず） 

 

【届出先】 

   荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係 

      荒川区 荒川一丁目５３番２０号 あらかわエコセンター 

      TEL 03（3802）3111  内線 485 

 

【届出書類】 ※2 部ずつご提出ください。 

（１）届出様式 

・特定粉じん排出等作業実施届出書（大気汚染防止法 様式第 3 の 5） 

  ・石綿飛散防止方法等計画届出書（東京都環境確保条例 第 35 号様式） 

（２）添付書類 

・付近見取図（現場案内図） ・建物配置図 ・建物等の概要 

・除去作業管理組織図 ・特定建築材料一覧表 

・石綿含有分析結果の写し（特定建築材料一覧表の根拠となる資料） 

・工程表 ・除去等作業の方法 ・作業区画の説明図 

・特定粉じん排出等作業の方法 ・掲示の方法（事前調査結果、届出事項） 

・環境測定（測定箇所、時期、回数、分析方法等）    

・発生する特別管理産業廃棄物の管理及び処分の方法 
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その他関連するお手続き等について 

 

法令 規制対象の例 届出先・お問合わせ先 

大気汚染防止法 アスベスト全般について 
東京都 環境局 環境改善部 大気保全課 

℡ 03̶5388̶3470（直通） 

廃棄物処理法 
アスベストを含む産業廃棄物の 

処理に関すること 

東京都 環境局 資源循環推進部 

産業廃棄物対策課 規制監視担当 

℡ 03̶5388̶3589 

建築物衛生法 
使用中の民間建築物における 

室内環境維持管理に関すること 

東京都 福祉保健局 健康安全部 

環境保健衛生課 指導担当 

℡ 03̶5320̶4391 

労働安全衛生法 
粉じん、石綿等による職業性疾病 

の予防に関すること 

足立労働基準監督署 安全衛生課 

℡ 03̶3882̶1190 

建設リサイクル法 
建築物解体等工事における 

建設資材の再資源化に関すること 荒川区 防災都市づくり部 

建築指導課 審査係 

℡ 03̶3802̶3111 内線 2843 

荒川区建築物の解体

工事等の事前周知に

関する要綱 

解体等工事における近隣住民に 

対する事前周知に関すること 

土壌汚染対策法 

土壌汚染対策に関すること 

（有害物質取扱事業所の解体や、 

建替えに伴って土壌の掘削を行う 

場合は、事前の土壌汚染調査が必要 

です。作業着手前に土地所有者などの 

関係者にご確認をお願いします。） 

（土壌汚染対策法第 3 条について） 

東京都 環境局 環境改善部 

化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当 

℡ 03̶5388̶3495（直通） 

東京都環境確保条例 

（環境確保条例第 116 条について） 

荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係 

℡ 03̶3802̶3111 内線 485 

 

●騒音のめやす 

デシベル めやす 

１２０ 飛行機のエンジンそば 

１１０ ヘリコプターのそば 

１００ 電 車 が 通 る ガ ー ド 下 

９０ 大 声 、 犬 の 鳴 き 声 

８０ 地 下 鉄 の 車 内 

７０ 掃 除 機 、 騒 々 し い 街 頭 

６０ 普 通 の 会 話 

５０ 静 か な 事 務 所 

４０ 深 夜 の 街 、 静 か な 住 宅 地 

 

●振動のめやす 

デシベル めやす 

９０ 
吊り下げ物は大きく揺れる。 

座りの悪い置物が倒れることがある。 

８０ 
棚にある食器類が、 

音をたてることがある。 

７０ 
電灯などの吊り下げ物が 

わずかに揺れる。 

６０ 
屋内にいる人の一部が 

わずかな揺れを感じる。 

５０ 人に感じない程度 

 

１５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣への影響を最小限に抑えるために、 

細心の気配りをお願いいたします。 
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